
　平成２３年度から農業者戸別所得補償制度が、対象を畑作物にも拡充し本格実施されます。
　これまでの水田経営所得安定対策では、過去実績として緑ゲタ７割と当年産の生産量として黄ゲタ
３割の組み合わせで生産コストを賄う仕組みでしたが、農業者戸別所得補償制度では数量払を基本と
した仕組みに切り替えたことにより、より品質の良いものを作り、より収量を上げれば、これまで以
上に交付金が交付されることになります。
　一方で、自然災害等で収量が減収した場合には、畑作物の交付金は少なくなることになります。
しかしながら、ＮＯＳＡＩの補償内容の拡充により、加入方式に応じて数量払の最高９割まで補償さ
れることになりますので、農業者戸別所得補償制度とＮＯＳＡＩ制度にセットで加入することで安心
して営農に取り組むことができます。
　ＮＯＳＡＩ制度は自然災害による減収を補てんする仕組みで、農業者戸別所得補償制度とは、それ
ぞれ発動される場面が異なり、基本的には補てんが重複することはありません。
　対象となる農業者を生産数量目標等に従って生産した（する）販売農家・集落営農を対象農家とし
て位置づけており、例えば、米の所得補償交付金の対象農家として「水稲共済加入農家であれば販売
農家」と見なされます。これは販売目的で米を生産する農家を広くとらえ、作付面積などを容易に確
認できるためで、事務の簡素化の観点から水稲共済細目書などと照合し交付対象となる面積が確認さ
れます。
　一方、集落営農はＮＯＳＡＩ制度上、原則「農業共済資格団体」もしくは「地域集団一括引受」の
加入形態の手続きを採ることにより、各種交付金が組織に一括交付されることとなっております。
　また、「米の所得補償交付金」「水田活用の所得補償交付金」の交付対象面積の確認のため、原則、
ＮＯＳＡＩの引受データ（水稲・麦・大豆共済細目書等）が活用されることになっております。
　このように、農業者戸別所得補償制度はＮＯＳＡＩ制度とも緊密に関連しておりますので、制度の
内容をご確認のうえ両制度に加入し経営の安定のため役立てていくことが大切です。

　農業者戸別所得補償制度への加入において集落営農の場合、「農業共済資格団体」としての加入と、
「地域集団一括引受」（組織構成員農家個々に加入）する場合で、その取扱いが異なってきます。同制
度と農・畑作物共済制度における加入形態との関係を、以下のとおり整理しました。
■ 集落営農と農作物共済制度
　NOSAI 制度は、平成５年の農業災害補償法改正時に、「法人格を有しない団体との間に共済関係を
成立させる方式の導入」として、農業生産組織を単位とした加入の促進を図るため、農作物（水稲・麦）
共済、蚕繭共済、果樹共済及び畑作物（大豆）共済について、法人格を有しない団体で一定の要件を
満たすものにも組合員の資格を与えることとし、組合との間に共済関係を成立させることができるよ
うになりました。
■ 地域集団一括引受とは
　集落営農が法人化への過渡期にあり、組織の成熟度合いは様々なこともあります。こうした状況に
照らし合わせ、NOSAI への加入については、構成員の話合い（規約）のもとで、NOSAI 加入（例え
ば水稲共済）については、構成員個々にすると取り決めており、NOSAI として構成員すべてを加入
させることを目的に、
①共済掛金・賦課金の納入を組織の代表者が一括して行うこと
②共済金の一括受領に係る金融機関口座（当該組織の口座で、販売収入の入金を行っているもの）等

を記載した申込書を提出すること
を条件とし、地域集団一括引受で加入することができるものとしております。なお、この地域集団一
括引受については、NOSAI 団体が行う通常の対応ではなく、あくまでも当該集落営農の経理面を含
めた組織としての一体性が高くなるまでの暫定的、かつ、次善の対応です。

平成２３年度から農業者戸別所得補償制度が本格実施

── 農業共済（麦・大豆）共済の補償範囲が拡大されます ──

農業者戸別所得補償制度に係る集落営農と農･畑作物共済制度
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❶農業者戸別所得補償制度の本格実施に伴い補償が厚くなります。
◦農業者戸別所得補償制度では、旧・成績払に相当する数量払が上昇するため、その分、農業共済

の補償額が厚くなります。【※１】

自然災害による収量減少分については数量払は交付されません。

【※１】小麦では、2,000 円程度 /60kg から 6,360 円 /60 ㎏に、大豆では 3,000 円程度 /60 ㎏から
11,310円 /60㎏に上昇します。
麦については、すでに掛金を納入頂いていますが、４月以降、共済金額を変更し、掛金（差額）を追加
納入する手続きが必要となります。

❷「販売収入」と「農業者戸別所得補償制度の数量払」に相当する金額を補てんします。
◦農業共済では、「販売収入」と「農業者戸別所得補償制度の数量払」に相当する部分について、

最高９割を補償します。【※２】

被災時に十分な補償を受けることができるように、農業者戸別所得補償制度とともに、
最高補償水準で共済に加入いただくことが重要です。

【※２】小麦では、収穫量を全国平均並み（412kg/10ａ）、販売単価を近年と同じ程度とすると、販売収入に
数量払（43,700円 /10ａ）を加えた金額は、10ａ当たり６万円程度に、大豆では、収穫量を全国平
均並み（203㎏ /10a）、販売単価を近年と同程度とすると、販売数量に数量払（38,300 円 /10a）
を加えた金額は、10a当たり６万３千円程度になります。

❶【補償額】農業者戸別所得補償制度の本格実施に伴い補償が厚くなります。
交付額が旧・成績払（2,000 円程度 /60 ㎏）から数量払（6,360 円 /60 ㎏）に上昇※
※大豆の場合は旧・成績払（3,000円程度 /60㎏）から数量払（11,310円 /60㎏）に上昇

❷【共済金】「販売収入」と「農業者戸別所得補償制度の数量払」に相当する金
額を補てんします。

「農業者戸別所得補償制度と農業共済（麦・大豆共済）制度」

「農業者戸別所得補償制度」とNOSAI（麦共済）イメージ図 （小麦）

経営安定には、両制度への加入が不可欠です。

成績払（黄ゲタ）
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共済金共済金 ②共済金②共済金

は補てんされない部分 は補てんされない部分
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販売収入 販売収入

数量払
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収量の減少

収量の減少
旧制度（水田経営所得安定対策） 農業者戸別所得補償制度
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米に対する助成（主食用米への支援）

交付単価
（全国一律）

集落営農で加入することのメリット

米の所得補償交付金 15,000円（10a 当り）

米価変動補てん交付金 23年産の販売価格が、標準的な販売価格を下回った
場合にその差額（全国平均）

●❶ 個別経営よりも、効率的な経営が行えるので、農家１戸当りの所得が大幅に増大します。
●❷ 集落営農組織で水稲共済に加入すれば、水稲作付面積が10a程度の農家の分も交付対象面積となります。

例１ 例2

経営している水田 ➡ 100a
23年の作付け ➡ 主食用米：60a　大豆：40a

主食用米の交付対象面積は
60a－10a（飯米等相当分）＝50aとなります。

定額…50a×1.5万円＝7.5万円
＋米価変動補てん交付金

定額…50a×1.5万円

＝

交付額 7.5万円＋米価変動補てん交付金 交付額 7.5万円

23年産の販売価格が標準的な
販売価格を下回った場合

23年産の販売価格が標準的な
販売価格を下回らなかった場合

試算

岩手農政事務所・岩手県農業再生協議会より

営農継続
支払（２万円）
収量

数量払

〈畑作物の所得補償交付金のイメージ〉

平均単収

標準的な生産費
（約13,700円）

標準的な販売価格
（約12,000円）

恒常的なコスト割れ相当分
（約1,700円）

米価変動
補てん交付金

当年産の販売価格
（農家手取価格）

米の所得補償
交付金

全国一律単価による面積払

この３つで
標準的な生産費
（13,700円/60㎏）
を補償

15,000円/10ａ

畑作物の所得補償交付金
【水田・畑地共通】

注１：小麦については、パン・中華めん用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算
注２：交付単価の10ａ当たりの面積換算値では、現行の品目横断対策に比べて、小麦は約３千円、大豆は約１万円の増額

対象作物
小麦【水田・畑地】
二条大麦【水田・畑地】
六条大麦【水田・畑地】
はだか麦【水田・畑地】
大豆【水田・畑地】
てん菜
でん粉原料用ばれいしょ
そば【水田・畑地】
なたね【水田・畑地】

　平均交付単価
6,360円/60㎏
5,330円/50㎏
5,510円/50㎏
7,620円/60㎏
11,310円/60㎏

6,410円/㌧
11,600円/㌧

15,200円/45㎏
8,470円/60㎏

【数量払】 【面積払（営農継続支払）】

２．０万円／10ａ前年産の生産面積に基づき交付

交
付
金
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